
貸 借 対 照 表

令和２年　３月３１日
学校法人　藤田学院

(単位　円)

資 産 の 部

科              目 本 年 度 末 前 年 度 末 増       減

固定資産 5,141,209,493 5,351,549,569  △ 210,340,076

    有形 固定 資産 4,880,897,377 5,081,736,832  △ 200,839,455

        土　　　　　地 423,861,032 422,798,274 1,062,758

        建　　　　　物 3,724,862,273 3,878,599,313  △ 153,737,040

        構　　築　　物 99,970,669 118,268,569  △ 18,297,900

        教育研究用機器備品 332,142,288 379,204,258  △ 47,061,970

        管理用機器備品 11,969,960 13,617,509  △ 1,647,549

        図　　　　　書 263,151,109 258,382,465 4,768,644

        車　　　　　両 12,466,046 10,866,444 1,599,602

        建 設 仮 勘 定 12,474,000 0 12,474,000

    特  定  資  産 ( 250,000,000) ( 250,000,000) ( 0)

　　　　第３号基本金引当特定資産 36,000,000 36,000,000 0

　　　　退職給与引当特定資産 214,000,000 214,000,000 0

    その他の固定資産 10,312,116 19,812,737  △ 9,500,621

        電 話 加 入 権 871,244 871,244 0

        施 設 利 用 権 1,100,872 1,467,829  △ 366,957

        ソフトウェア 0 8,597,664  △ 8,597,664

        有  価  証  券 6,510,000 6,510,000 0

        出    資    金 550,000 950,000  △ 400,000

　　　　保    証    金 1,280,000 1,416,000  △ 136,000

流動資産 1,525,544,270 1,447,312,957 78,231,313

　　　　現　金　預　金 1,310,487,641 1,183,181,167 127,306,474

　　　　未　収　入　金 60,028,507 59,077,070 951,437

        貯    蔵    品 422,183 306,280 115,903

        前　　払　　金 4,605,939 3,768,620 837,319

        有  価  証  券 150,000,000 200,965,000  △ 50,965,000

　　　　立　　替　　金 0 14,820  △ 14,820

資産の部合計 6,666,753,763 6,798,862,526  △ 132,108,763

負 債 の 部

科              目 本 年 度 末 前 年 度 末 増       減

固定負債 565,017,700 640,103,938  △ 75,086,238

　　　　長 期 借 入 金 257,084,000 329,510,000  △ 72,426,000

　　　　退職給与引当金 294,020,609 285,494,159 8,526,450

        長 期 未 払 金 13,913,091 25,099,779  △ 11,186,688

流動負債 290,727,030 338,397,425  △ 47,670,395

　　　　短 期 借 入 金 59,510,000 29,508,000 30,002,000

　　　　未　　払　　金 33,518,833 101,199,674  △ 67,680,841

　　　　前　　受　　金 175,840,000 188,680,000  △ 12,840,000

　　　　預　　り　　金 21,858,197 19,009,751 2,848,446

負債の部合計 855,744,730 978,501,363  △ 122,756,633

純 資 産 の 部

科              目 本 年 度 末 前 年 度 末 増       減

基本金 8,242,105,405 8,188,701,612 53,403,793

　　　　第１号　基本金 8,110,105,405 8,056,701,612 53,403,793

　　　　第３号　基本金 36,000,000 36,000,000 0

　　　　第４号　基本金 96,000,000 96,000,000 0

繰越収支差額  △ 2,431,096,372  △ 2,368,340,449  △ 62,755,923

　　　　翌年度繰越収支差額  △ 2,431,096,372  △ 2,368,340,449  △ 62,755,923

純資産の部合計 ( 5,811,009,033) ( 5,820,361,163) (△ 9,352,130)

負債及び純資産の部合計 6,666,753,763 6,798,862,526  △ 132,108,763
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注
　

記注
　

記

１．重要な会計方針１．重要な会計方針

（1）引当金の計上基準（1）引当金の計上基準（1）引当金の計上基準

　 　
徴収不能引当金・・・債権 の徴収不能 に備えるため、 個別に見積もった徴収不能見込額 を計上することとしている。

　 　
徴収不能引当金・・・債権 の徴収不能 に備えるため、 個別に見積もった徴収不能見込額 を計上することとしている。

　 　
徴収不能引当金・・・債権 の徴収不能 に備えるため、 個別に見積もった徴収不能見込額 を計上することとしている。

　 　
徴収不能引当金・・・債権 の徴収不能 に備えるため、 個別に見積もった徴収不能見込額 を計上することとしている。

　 　
徴収不能引当金・・・債権 の徴収不能 に備えるため、 個別に見積もった徴収不能見込額 を計上することとしている。

　 　
徴収不能引当金・・・債権 の徴収不能 に備えるため、 個別に見積もった徴収不能見込額 を計上することとしている。

　 　
徴収不能引当金・・・債権 の徴収不能 に備えるため、 個別に見積もった徴収不能見込額 を計上することとしている。

　 　
徴収不能引当金・・・債権 の徴収不能 に備えるため、 個別に見積もった徴収不能見込額 を計上することとしている。

　 　
徴収不能引当金・・・債権 の徴収不能 に備えるため、 個別に見積もった徴収不能見込額 を計上することとしている。

　 　
徴収不能引当金・・・債権 の徴収不能 に備えるため、 個別に見積もった徴収不能見込額 を計上することとしている。

　 　
徴収不能引当金・・・債権 の徴収不能 に備えるため、 個別に見積もった徴収不能見込額 を計上することとしている。

　   
退職給与引当金・・・退職金 の支給に備えるため、 鳥取看護大学及 び鳥取短期大学 はそれぞれ 期末要支給額39,997,050円 

　   
退職給与引当金・・・退職金 の支給に備えるため、 鳥取看護大学及 び鳥取短期大学 はそれぞれ 期末要支給額39,997,050円 

　   
退職給与引当金・・・退職金 の支給に備えるため、 鳥取看護大学及 び鳥取短期大学 はそれぞれ 期末要支給額39,997,050円 

　   
退職給与引当金・・・退職金 の支給に備えるため、 鳥取看護大学及 び鳥取短期大学 はそれぞれ 期末要支給額39,997,050円 

　   
退職給与引当金・・・退職金 の支給に備えるため、 鳥取看護大学及 び鳥取短期大学 はそれぞれ 期末要支給額39,997,050円 

　   
退職給与引当金・・・退職金 の支給に備えるため、 鳥取看護大学及 び鳥取短期大学 はそれぞれ 期末要支給額39,997,050円 

　   
退職給与引当金・・・退職金 の支給に備えるため、 鳥取看護大学及 び鳥取短期大学 はそれぞれ 期末要支給額39,997,050円 

　   
退職給与引当金・・・退職金 の支給に備えるため、 鳥取看護大学及 び鳥取短期大学 はそれぞれ 期末要支給額39,997,050円 

　   
退職給与引当金・・・退職金 の支給に備えるため、 鳥取看護大学及 び鳥取短期大学 はそれぞれ 期末要支給額39,997,050円 

　   
退職給与引当金・・・退職金 の支給に備えるため、 鳥取看護大学及 び鳥取短期大学 はそれぞれ 期末要支給額39,997,050円 

　   
退職給与引当金・・・退職金 の支給に備えるため、 鳥取看護大学及 び鳥取短期大学 はそれぞれ 期末要支給額39,997,050円 

　　　　　　  　　  　　　
及び306,267,570 円を基にして、 私立大学退職金財団 に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰

　　　　　　  　　  　　　
及び306,267,570 円を基にして、 私立大学退職金財団 に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰

　　　　　　  　　  　　　
及び306,267,570 円を基にして、 私立大学退職金財団 に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰

　　　　　　  　　  　　　
及び306,267,570 円を基にして、 私立大学退職金財団 に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰

　　　　　　  　　  　　　
及び306,267,570 円を基にして、 私立大学退職金財団 に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰

　　　　　　  　　  　　　
及び306,267,570 円を基にして、 私立大学退職金財団 に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰

　　　　　　  　　  　　　
及び306,267,570 円を基にして、 私立大学退職金財団 に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰

　　　　　　  　　  　　　
及び306,267,570 円を基にして、 私立大学退職金財団 に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰

　　　　　　  　　  　　　
及び306,267,570 円を基にして、 私立大学退職金財団 に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰

　　　　　　  　　  　　　
及び306,267,570 円を基にして、 私立大学退職金財団 に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰

　　　　　　  　　  　　　
及び306,267,570 円を基にして、 私立大学退職金財団 に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰

　　　　　    　　　　　　
入調整額 を加減した金額の100％を 計上している。認定こども園鳥取短期大学附属 こども園は期末要

　　　　　　    　　　　　　
入調整額 を加減した金額の100％を 計上している。認定こども園鳥取短期大学附属 こども園は期末要

　　　　　　    　　　　　　
入調整額 を加減した金額の100％を 計上している。認定こども園鳥取短期大学附属 こども園は期末要

　　　　　　    　　　　　　
入調整額 を加減した金額の100％を 計上している。認定こども園鳥取短期大学附属 こども園は期末要

　　　　　　    　　　　　　
入調整額 を加減した金額の100％を 計上している。認定こども園鳥取短期大学附属 こども園は期末要

　　　　　　    　　　　　　
入調整額 を加減した金額の100％を 計上している。認定こども園鳥取短期大学附属 こども園は期末要

　　　　　　    　　　　　　
入調整額 を加減した金額の100％を 計上している。認定こども園鳥取短期大学附属 こども園は期末要

　　　　　　    　　　　　　
入調整額 を加減した金額の100％を 計上している。認定こども園鳥取短期大学附属 こども園は期末要

　　　　　　    　　　　　　
入調整額 を加減した金額の100％を 計上している。認定こども園鳥取短期大学附属 こども園は期末要

　　　　　　    　　　　　　
入調整額 を加減した金額の100％を 計上している。認定こども園鳥取短期大学附属 こども園は期末要

　　　　　　    　　　　　　
入調整額 を加減した金額の100％を 計上している。認定こども園鳥取短期大学附属 こども園は期末要

　

   
支給額32,324,800円 から鳥取県私学振興会 よりの交付金相当額 を控除した金額の100％を 計上してい

   
支給額32,324,800円 から鳥取県私学振興会 よりの交付金相当額 を控除した金額の100％を 計上してい

   
支給額32,324,800円 から鳥取県私学振興会 よりの交付金相当額 を控除した金額の100％を 計上してい

   
支給額32,324,800円 から鳥取県私学振興会 よりの交付金相当額 を控除した金額の100％を 計上してい

   
支給額32,324,800円 から鳥取県私学振興会 よりの交付金相当額 を控除した金額の100％を 計上してい

   
支給額32,324,800円 から鳥取県私学振興会 よりの交付金相当額 を控除した金額の100％を 計上してい

   
支給額32,324,800円 から鳥取県私学振興会 よりの交付金相当額 を控除した金額の100％を 計上してい

   
支給額32,324,800円 から鳥取県私学振興会 よりの交付金相当額 を控除した金額の100％を 計上してい

   
支給額32,324,800円 から鳥取県私学振興会 よりの交付金相当額 を控除した金額の100％を 計上してい

   
る。

（2）その他重要な会計方針（2）その他重要な会計方針（2）その他重要な会計方針

   　
有価証券の評価基準及び評価方法は、移動平均法に基づく原価法である。

   　
有価証券の評価基準及び評価方法は、移動平均法に基づく原価法である。

   　
有価証券の評価基準及び評価方法は、移動平均法に基づく原価法である。

   　
有価証券の評価基準及び評価方法は、移動平均法に基づく原価法である。

   　
有価証券の評価基準及び評価方法は、移動平均法に基づく原価法である。

   　
有価証券の評価基準及び評価方法は、移動平均法に基づく原価法である。

   　
有価証券の評価基準及び評価方法は、移動平均法に基づく原価法である。

２．重要な会計方針 の変更等２．重要な会計方針 の変更等２．重要な会計方針 の変更等

    
該当事項 なし

    
該当事項 なし

３．減価償却額 の累計額の合計額３．減価償却額 の累計額の合計額３．減価償却額 の累計額の合計額

3,557,580,720 円3,557,580,720 円
 

４．徴収不能引当金 の合計額４．徴収不能引当金 の合計額４．徴収不能引当金 の合計額

0円0円

５．担保に供されている資産の種類及び額５．担保に供されている資産の種類及び額５．担保に供されている資産の種類及び額５．担保に供されている資産の種類及び額

　　
該当なし

　　
該当なし

６．翌会計年度以後 の会計年度において 基本金への組入れを行うこととなる 金額 ６．翌会計年度以後 の会計年度において 基本金への組入れを行うこととなる 金額 ６．翌会計年度以後 の会計年度において 基本金への組入れを行うこととなる 金額 ６．翌会計年度以後 の会計年度において 基本金への組入れを行うこととなる 金額 ６．翌会計年度以後 の会計年度において 基本金への組入れを行うこととなる 金額 ６．翌会計年度以後 の会計年度において 基本金への組入れを行うこととなる 金額 ６．翌会計年度以後 の会計年度において 基本金への組入れを行うこととなる 金額 

338,134,808 円338,134,808 円

７. 当該会計年度 の末日において 第4号基本金 に相当する資金を有していない 場合のその旨と対策７. 当該会計年度 の末日において 第4号基本金 に相当する資金を有していない 場合のその旨と対策７. 当該会計年度 の末日において 第4号基本金 に相当する資金を有していない 場合のその旨と対策７. 当該会計年度 の末日において 第4号基本金 に相当する資金を有していない 場合のその旨と対策７. 当該会計年度 の末日において 第4号基本金 に相当する資金を有していない 場合のその旨と対策７. 当該会計年度 の末日において 第4号基本金 に相当する資金を有していない 場合のその旨と対策７. 当該会計年度 の末日において 第4号基本金 に相当する資金を有していない 場合のその旨と対策７. 当該会計年度 の末日において 第4号基本金 に相当する資金を有していない 場合のその旨と対策７. 当該会計年度 の末日において 第4号基本金 に相当する資金を有していない 場合のその旨と対策

　　
第4号基本金 に相当する資金を有しており、該当しない。

　　　　
第4号基本金 に相当する資金を有しており、該当しない。

　　　　
第4号基本金 に相当する資金を有しており、該当しない。

　　　　
第4号基本金 に相当する資金を有しており、該当しない。

　　　　
第4号基本金 に相当する資金を有しており、該当しない。

　　　　
第4号基本金 に相当する資金を有しており、該当しない。

　　

８．その他財政及び経営の状況を正確に判断するために 必要な事項８．その他財政及び経営の状況を正確に判断するために 必要な事項８．その他財政及び経営の状況を正確に判断するために 必要な事項８．その他財政及び経営の状況を正確に判断するために 必要な事項８．その他財政及び経営の状況を正確に判断するために 必要な事項８．その他財政及び経営の状況を正確に判断するために 必要な事項

    
有価証券時価情報 

    
有価証券時価情報 

    
有価証券時価情報 

①総括表 （単位：円）（単位：円）

種
　　

類種
　　

類種
　　

類
当年度（令和2年3月31日）当年度（令和2年3月31日）当年度（令和2年3月31日）当年度（令和2年3月31日）当年度（令和2年3月31日）当年度（令和2年3月31日）

種
　　

類種
　　

類種
　　

類
貸借対照表計上額貸借対照表計上額 時

　
価時

　
価 差

　
額差

　
額

時価が貸借対照表計上額 を超えるもの時価が貸借対照表計上額 を超えるもの時価が貸借対照表計上額 を超えるもの 100,000,000100,000,000 101,395,000101,395,000 1,395,0001,395,000

時価が貸借対照表計上額 を超えないもの時価が貸借対照表計上額 を超えないもの時価が貸借対照表計上額 を超えないもの 156,510,000156,510,000 148,198,500148,198,500 △8,311,500△8,311,500

　　
有 価 証 券 合 計

　　　　
有 価 証 券 合 計

　　　　
有 価 証 券 合 計

　　
256,510,000256,510,000 249,593,500249,593,500 △6,916,500△6,916,500

②明細表 （単位：円）（単位：円）

種
　　

類種
　　

類種
　　

類
当年度（令和2年3月31日）当年度（令和2年3月31日）当年度（令和2年3月31日）当年度（令和2年3月31日）当年度（令和2年3月31日）当年度（令和2年3月31日）

種
　　

類種
　　

類種
　　

類
貸借対照表計上額貸借対照表計上額 時

　
価時

　
価 差

　
額差

　
額

債
　

券債
　

券債
　

券 250,000,000250,000,000 243,850,000243,850,000 △6,150,000△6,150,000

株
　

式株
　

式株
　

式 6,510,0006,510,000 5,743,5005,743,500 △766,500△766,500

　　
有 価 証 券 合 計

　　　　
有 価 証 券 合 計

　　　　
有 価 証 券 合 計

　　
256,510,000256,510,000 249,593,500249,593,500 △6,916,500△6,916,500
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